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善
意
を

　
　
あ
り
が
と
う

　
　
　
　
ご
ざ
い
ま
し
た

（
敬
称
略
）

市
へ

　
八
幡
町
・
新
田
町
町
内
会

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　 

桒
原
一
幸
、
公
益
財
団
法
人
日

　
本
郵
趣
協
会
あ
い
ち
支
部
、
八

　
幡
町
・
新
田
町
町
内
会

住
　宅

そ
の
他

借
上
公
共
賃
貸
住
宅

入
居
者
募
集

募
集
住
宅

・
ロ
イ
ヤ
ル
八
幡

　（
八
幡
町
五
丁
目
１
番
地
19
）

・
パ
ー
ク
ビ
レ
ッ
ジ

　（
神
明
町
二
丁
目
12
番
地
１
）

・
ビ
ラ
湯
山

　（
湯
山
町
二
丁
目
２
番
地
４
）

・
ハ
イ
ツ
セ
ブ
ン

　（
呉
竹
町
四
丁
目
10
番
地
３
）

家
賃
な
ど

・
準
耐
火
２
階
建
て

　
４
Ｄ
Ｋ
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
家
賃
　
６
万
８
，
４
０
０
円
～

　
７
万
１
，
７
０
０
円

申
込
資
格

・
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

　
親
族（
内
縁
関
係
に
あ
る
者
、
婚

　
約
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
）が
あ

　
る
こ
と
。

・
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

　
親
族
が
、
借
上
住
宅
に
関
す
る
条

　
例
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い

　
こ
と
。

・
収
入
基
準（
所
得
月
額
）が
20
万
円

　
を
超
え
、
44
万
5
，
０
０
０
円
以

　
下
の
世
帯

・
現
在
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ

　
と
が
明
ら
か
な
世
帯

・
市
区
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

　
世
帯

そ
の
他

・
小
型
の
物
置
が
各
戸
に
あ
り
ま
す
。

・
家
賃
以
外
に
共
益
費
や
駐
車
場
料

　
金
が
必
要
で
す
。

・
収
入
基
準
計
算
方
法
・
間
取
り
な

　
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

　
だ
さ
い
。

申�

込
受
付
期
間
　
い
つ
で
も（
土
・
日

　
曜
日
は
午
前
中
の
み
可
。
祝
日
は

　
除
く
。）

申�

込
受
付
場
所
　
市
役
所
１
階
市
民

生
活
グ
ル
ー
プ

問
合
せ
先

　
□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　
☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
265
）

　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の

人
権
に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
、
心
配

ご
と
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
気
軽
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

と
き
　
６
月
23
日
㈪
～
29
日
㈰
　

　 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時（
土
・

　
日
曜
日
は
午
前
10
時
～
午
後
5

　
時
）

相 

談
専
用
電
話
番
号

　
子
ど
も
の
人
権
110
番

　
☎
０
１
２
０
‒
０
０
７
‒
１
１
０

※ 
強
化
週
間
以
外
は
、
平
日
の
午
前

８
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
受
付

問
合
せ
先

　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

　
☎
０
5
２
‒
9
5
２
‒
８
１
１
１

　（
内
線
1450
）

　
経
済
セ
ン
サ
ス
‒
基
礎
調
査（
総

務
省
）は
、
全
国
す
べ
て
の
事
業
所

お
よ
び
企
業
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。

　
商
業
統
計
調
査（
経
済
産
業
省
）は
、

「
卸
売
業
、
小
売
業
」に
属
す
る
全
国

の
事
業
所（
民
営
）を
調
査
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
、
同
じ
年
に
実
施
す
る

こ
と
か
ら
効
率
的
か
つ
円
滑
に
調
査

を
実
施
す
る
た
め
一
体
的
に
行
い
ま

す
。

　
愛
知
県
知
事
が
任
命
し
た
調
査
員

が
訪
問
し
て
直
接
調
査
票
を
配
布
・

回
収
し
ま
す
。

　
調
査
票
が
届
き
ま
し
た
ら
同
封
し

た「
調
査
票
の
記
入
の
し
か
た
」を
確

認
の
う
え
、
も
れ
な
く
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

※ 

調
査
員
は「
調
査
員
証
」を
携
帯
し

て
い
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

　
□市
総
合
政
策
グ
ル
ー
プ（
統
計
担
当
）

　
☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
329
）

全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」

強
化
週
間

７
月
１
日
は

経
済
セ
ン
サ
ス
︱
基
礎
調
査
・

商
業
統
計
調
査
の
日
で
す

食
品
表
示
110
番

自
衛
官
採
用
試
験
説
明
会

　
食
品
表
示
に
対
す
る
関
心
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
や
食
品
の
品
質
表

示
の
一
層
の
適
正
化
を
進
め
る
た
め

に
、
消
費
者
・
事
業
者
の
皆
さ
ん
か

ら
、
食
品
の
表
示
に
関
す
る
情
報
提

と 

き
　
６
月
28
日
㈯

　
午
前
10
時
～
正
午

と 

こ
ろ
　
自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所

　（
安
城
市
三
河
安
城
町
１
‒
10
‒
14

　
Ｍ
Ａ
パ
ー
ク
ビ
ル
１
階
）

内�

容
　
自
衛
隊
の
概
要
お
よ
び
平
成

26
年
度
の
自
衛
官
採
用
試
験
の
案

内
問
合
せ
先

　
自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所

　
☎
7
4
‒
６
８
9
４

供
や
問
い
合
わ
せ
を
受
け
る
た
め
の

窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
東
海
農
政
局
豊
橋
地
域
セ
ン
タ
ー
　

　
☎
０
5
３
２
‒
３
８
‒
9
０
３
１

訂正

広
報
た
か
は
ま
６
月
１
日
号
26
ペ
ー
ジ
「
碧
南
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
」の
掲
載
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

碧
南
警
察
署
の
電
話
番
号
　（
誤
）４
６
‒
０
１
０
０
　
→（
正
）４
６
‒
０
１
１
０


